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本 論 文 は 、中 国 の エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 を 研 究 対 象 と し て 、そ の 実 施 が 社 会 的 公

正 と エ ネ ル ギ ー 正 義 の 観 点 か ら ど の よ う に 評 価 で き る か を 検 討 し た も の で あ

る 。計 量 分 析 と 質 的 分 析 の 手 法 を 用 い て 、政 策 文 書 と 関 連 新 聞 記 事 に 基 づ き 政 策

の 分 析 と 評 価 を 行 っ た 。  

第 1 章 で は 、 中 国 の エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 に 関 す る 概 念 の 定 義 を 説 明 し 、 研 究

目 標 を 提 示 し た 。 欧 米 諸 国 に お け る エ ネ ル ギ ー 部 門 の 社 会 的 公 正 に 関 す る 概 念

定 義 に は 、二 つ の 領 域 が あ る 。一 つ は 公 平 性 の 領 域 で あ り 、格 差 是 正 が 重 視 さ れ 、

社 会 経 済 的 地 位 や 能 力・属 性 を 問 わ ず 、す べ て の 人 が エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム へ の 公

平 な ア ク セ ス を 保 障 さ れ 、開 発 の 成 果 を 享 受 す べ き だ と す る 考 え 方 で あ る 。も う

一 つ は 正 義 の 領 域 で あ り 、 エ ネ ル ギ ー 開 発 の コ ス ト と 成 果 の 配 分 が 均 衡 さ れ る

べ き だ と す る 。具 体 的 に は 、利 便 性 、経 済 的 負 担 、プ ロ セ ス の 正 当 性 、持 続 可 能

性 、 情 報 の 共 有 と 明 確 性 、 社 会 的 責 任 な ど の バ ラ ン ス が 重 視 さ れ る 。  

こ れ ら 二 つ の 領 域 を 前 提 に し て 、 中 国 の エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 に 関 す る 公 平 性

と 正 義 に つ い て 定 義 を 試 み た 。 中 国 政 府 の 第 12 次 5 カ 年 計 画 （ 2011～ 2015 年 ）

文 書 の 分 析 に 基 づ き 、 公 平 性 の 領 域 に 含 ま れ る 政 策 と し て 、 ① 地 域 間 格 差 の 是

正 、② 都 市 農 村 間 格 差 の 是 正 、③ 社 会 的 弱 者 グ ル ー プ へ の 配 慮 、の 三 つ を 抽 出 し

た 。同 じ く 、正 義 の 領 域 に 含 ま れ る 政 策 と し て 、① 環 境 保 護 と 経 済 開 発 と の バ ラ

ン ス へ の 配 慮 、② 工 業 開 発 と 住 民 利 益 の バ ラ ン ス へ の 配 慮 、の 二 つ を 抽 出 し た 。 

エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 に 関 す る 研 究 潮 流 を 検 討 す る と 、 国 際 的 に は 社 会 的 公 正

へ の 関 心 が 非 常 に 大 き い が 、中 国 を 対 象 と し た 研 究 で は 、 技 術 応 用 、産 業 開 発 、

エ ネ ル ギ ー 安 全 保 障 に つ い て の 議 論 が 多 く 、 中 国 の エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 が 社 会

的 公 正 の 改 善 に 寄 与 し て い る か ど う か を 問 う 研 究 は ほ と ん ど な い 。本 研 究 で は 、

社 会 的 公 正 に 関 す る 具 体 的 な 政 策 の 詳 細 を 踏 ま え て 、 政 策 の 実 施 状 況 と 潜 在 的

課 題 を 解 明 し 、中 国 の エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 の 内 容 と そ の 効 果 を 検 討 す る 。具 体 的



に は 、① 公 正 性 や 正 義 へ の 関 心 が 政 策 設 計 に ど う 反 映 さ れ 、時 代 と と も に ど う 変

化 し た か 、② 公 正 性 や 正 義 は 政 策 実 施 の 観 点 か ら ど う 評 価 さ れ 、残 さ れ た 問 題 は

何 か 、 を 明 ら か に す る と い う 二 点 を 研 究 の 目 標 と す る 。  

 第 2 章 で は 、 エ ネ ル ギ ー 転 換 の 世 界 的 傾 向 と 中 国 の 状 況 に つ い て 説 明 す る 。

中 国 は 世 界 最 大 の エ ネ ル ギ ー 消 費 国 だ が 、 太 陽 光 発 電 と 風 力 発 電 に つ い て も

2000 年 代 以 降 急 速 に 生 産 量 を 増 加 さ せ て お り 、 世 界 で 圧 倒 的 な 重 要 性 を 有 し て

い る 。本 章 で は 、世 界 の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 生 産 に お け る 中 国 の 重 要 性 を 確 認 し

た 後 、 中 国 に お け る 1950 年 代 以 降 の エ ネ ル ギ ー セ ク タ ー の 歴 史 を 遡 り 、石 炭 部

門 と 電 力 部 門 の 改 革 、お よ び エ ネ ル ギ ー 転 換 の 現 状 を 説 明 す る 。中 国 の 再 生 可 能

エ ネ ル ギ ー 開 発 は 進 展 し て い る も の の 、化 石 燃 料 、特 に 石 炭 へ の 依 存 度 は 依 然 と

し て 高 い 。さ ら に 、中 国 の 大 型 国 営 電 力 企 業 の 事 例 研 究 に 基 づ き 、工 業 部 門 で は

温 室 効 果 ガ ス 排 出 と 汚 染 を 減 ら す エ ネ ル ギ ー 転 換 が 進 行 し て い る こ と を 示 す 。  

第 3 章 で は 、文 献 計 量 の 手 法 を 用 い て エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 （ ETP）に 関 す る 先

行 研 究 を 分 析 し 、 国 際 的 な 研 究 動 向 や 今 後 期 待 さ れ る テ ー マ や 課 題 を 示 し た 。

Web of Science Core Collection デ ー タ ベ ー ス に 基 づ き 、 2010 年 か ら 2023 年

の 間 に 出 版 さ れ た 2355 件 の 研 究 論 文 の 書 誌 情 報 を 収 集 し 、 計 量 分 析 を 行 っ た 。

こ の 時 期 、エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 に 関 す る 研 究 件 数 が 増 加 す る な か で 、社 会 的 公 正

や エ ネ ル ギ ー 正 義 へ の 関 心 の 顕 著 な 高 ま り が 確 認 さ れ た 。 英 語 論 文 と 中 国 語 論

文 を 比 較 す る と 、 世 界 的 に は 社 会 的 公 正 へ の 関 心 が 大 き く 高 ま っ て い る の に 対

し て 、 中 国 の 研 究 で は ガ ス 排 出 削 減 、 技 術 開 発 、エ ネ ル ギ ー 安 全 保 障 が 中 心 で 、

社 会 的 公 正 に 関 す る 研 究 は 依 然 少 な い と い う 違 い が 明 ら か に な っ た 。  

 第 4 章 で は 、 中 国 の エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 に つ い て 、 テ キ ス ト マ イ ニ ン グ に よ

る 情 報 計 量 分 析 を 行 っ た 。第 12 次 5 か 年 計 画 期 か ら 第 14 次 5 か 年 計 画 期（ 2021

～ 2025 年 ） を 分 析 対 象 と し 、 2011 年 1 月 か ら 2024 年 6 月 ま で に 公 表 さ れ た 関

連 政 策 文 書 を 対 象 に 、キ ー ワ ー ド の 出 現 頻 度 、高 頻 度 語 の ク ラ ス タ ー 分 析 、ト ピ

ッ ク モ デ リ ン グ を 実 施 し た 。そ の 結 果 、調 査 対 象 期 間 中 に お け る 関 連 政 策 文 書 数

の 大 幅 な 増 加 、ま た 社 会 的 公 正 や エ ネ ル ギ ー 正 義 へ の 言 及 の 増 加 が 確 認 さ れ た 。

900 を 超 え る 政 策 文 書 デ ー タ を 、中 央 政 府・地 方 政 府 、経 済 開 発 5 カ 年 計 画 の 時

期 、お よ び 地 域 別 開 発 状 況 に 応 じ て 15 の サ ブ セ ッ ト を 作 成 し 、分 析 と 比 較 を 行

っ た 。  

分 析 の 結 果 、 エ ネ ル ギ ー 転 換 へ の 関 心 が 中 央 政 府 か ら 地 方 政 府 へ と 広 が っ た

こ と が 明 ら か に な っ た 。 第 12 次 5 カ 年 計 画 期 に 比 べ る と 、 第 13 次 5 カ 年 計 画

期 （ 2016～ 2020 年 ） に は 中 央 政 府 に よ る 関 連 政 策 文 書 数 が 大 幅 に 増 加 し 、 第 14

次 5 カ 年 計 画 期 に は 地 方 政 府 の 発 表 数 が 急 増 し た 。 ま た 、 時 代 と と も に 地 域 開

発 バ ラ ン ス や 農 村 部 開 発 へ の 関 心 が 拡 大 し 、 社 会 的 弱 者 の 利 益 が 重 視 さ れ る よ



う に な っ た 。社 会 的 弱 者 と し て 具 体 的 に は 、水 力 発 電 施 設 建 設 に 伴 う 移 住 者 や 失

業 者 の 利 益 保 護 に 関 す る 言 及 が 目 立 っ た 。正 義 の 観 点 で は 、民 生 用 エ ネ ル ギ ー の

供 給 ・ 使 用 と 社 会 ・ 環 境 利 益 の バ ラ ン ス へ の 関 心 が 高 ま っ た 。  

 第 5 章 で は 、 ポ リ シ ー ・ モ デ リ ン グ ・ コ ン シ ス テ ン シ ー （ PMC） 指 数 の 分 析 枠

組 と グ ラ ウ ン デ ッ ド・セ オ リ ー を 用 い 、公 平 性 と 正 義 の 観 点 か ら 中 国 の エ ネ ル ギ

ー 転 換 政 策 お よ び そ の 実 施 を 評 価 し た 。 第 4 章 よ り も 詳 細 な レ ベ ル で 分 析 を 行

う た め に 、主 要 エ ネ ル ギ ー 供 給 地 で あ る 山 西 ― 陝 西 ― 内 モ ン ゴ ル（ SSI）地 域 と 、

エ ネ ル ギ ー 需 要 の 大 き い 北 京 ― 天 津 ― 河 北 （ BTH） 地 域 に 注 目 し 、「 石 炭 か ら ガ

ス へ 」 「 石 炭 か ら 電 力 へ 」 の 転 換 政 策 設 計 と 実 施 効 果 を 分 析 ・ 評 価 し た 。  

政 策 設 計 分 析 で は 、 公 平 性 と 正 義 に 関 連 す る キ ー ワ ー ド を 数 多 く 含 む 文 書 を

抽 出 し た 。さ ら に 、「 石 炭 か ら の エ ネ ル ギ ー 転 換 」を キ ー ワ ー ド に 新 聞 記 事 を 収

集 し 、実 施 効 果 を 分 析 し た 。両 地 域 の 政 策 で は 都 市 開 発 と 農 村 開 発 の バ ラ ン ス が

強 調 さ れ る よ う に な っ た が 、こ れ は 格 差 是 正 へ の 関 心 の 反 映 と 考 え ら れ る 。さ ら

に 、環 境 保 護 と 社 会 利 益 の バ ラ ン ス 重 視 も 確 認 さ れ 、こ れ は 正 義 へ の 関 心 の 高 ま

り を 示 す と 解 釈 で き る 。時 期 的 な 変 化 に つ い て 言 え ば 、第 12 次 5 カ 年 計 画 期 に

は 主 に 環 境 保 護 と 都 市 部 の エ ネ ル ギ ー 転 換 が 注 目 さ れ た が 、 公 平 性 と 正 義 の 取

組 は 十 分 で な か っ た 。第 13 次 以 降 は こ れ ら へ の 関 心 が 高 ま り 、農 村 部 の エ ネ ル

ギ ー 転 換 や 生 活 水 準 向 上 が 重 視 さ れ る よ う に な っ た 。 政 策 文 書 と 新 聞 記 事 の 分

析 を 通 じ て 、第 13 次 以 降 、都 市 と 農 村 の 協 働 開 発 や 設 備 更 新 ・ イ ン フ ラ 整 備 が

進 み 、環 境 保 護 、生 活 水 準 の 向 上 な ど の 正 義 を 重 視 す る 傾 向 が 見 ら れ る 一 方 、住

民 の 金 銭 的 負 担 や 政 府 ・ 住 民 間 の 意 見 交 換 の 不 足 と い っ た 課 題 が 残 っ て い る こ

と が わ か っ た 。  

第 6 章 で は 、 第 1 章 で 提 示 し た 二 つ の 研 究 目 標 に 立 ち 戻 り 、 分 析 結 果 を 総 括

し た 。 ま ず 、 第 一 の 研 究 目 標 に 関 し て 、 本 論 文 は 、 2010 年 代 以 降 の 中 国 の エ ネ

ル ギ ー 転 換 政 策 に お い て 、 社 会 的 公 正 に 関 し て 具 体 的 に ど の よ う な 政 策 設 計 が

な さ れ た の か を 明 ら か に し た 。具 体 的 に は 、こ の 時 期 、公 平 性 の 観 点 で は 、地 域

共 同 開 発 や 都 市・農 村 間 の 開 発 バ ラ ン ス 、社 会 的 弱 者 へ の 配 慮 が 強 調 さ れ る よ う

に な り 、正 義 の 観 点 で は 、環 境 保 護 と 経 済 開 発 の バ ラ ン ス 、ま た 工 業 開 発 と 住 民

利 益 の バ ラ ン ス が 重 視 さ れ る よ う に な っ た こ と を 示 し た 。 第 二 の 研 究 目 標 に 関

し て 、本 論 文 は 、政 策 の 進 捗 状 況 と 潜 在 的 課 題 を 解 明 し た 。設 備 更 新 や イ ン フ ラ

整 備 は 進 ん で い る が 、住 居 用 エ ネ ル ギ ー 転 換 の 経 済 的 負 担 な ど 、正 義 に 関 す る 課

題 は 依 然 と し て 残 さ れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。  

＊  

王キヨ氏の博士論文に対する審査および最終試験は、2026 年 2 月 19 日（木）午後 2 時

から 4 時 20 分にかけて、本部管理棟中会議室で開催された。審査員の他に 10 名弱の聴衆



（共同サステイナビリティ研究専攻など博士課程の学生や教員）が参加し、質疑を含め全

て英語で行われた。  

審査員は総じて本論文の主張やオリジナリティを認める一方で、主張を導く論理や根拠

について詳細に質した。本論文に対する審査員の評価は似通っており、それは概略として

次のようなものであった。  

ま ず 、本 論 文 の 貢 献 は 、エ ネ ル ギ ー 転 換 に お い て 世 界 的 な 潮 流 と な っ て い る 社

会 的 公 正 と エ ネ ル ギ ー 正 義 と い う 概 念 に 着 目 し 、 そ れ ら が 世 界 最 大 の エ ネ ル ギ

ー 生 産・消 費 国 で あ る 中 国 で ど の よ う な 政 策 と し て 展 開 さ れ 、ど の よ う な 展 開 を

遂 げ て い る の か 評 価 を 試 み た と こ ろ に あ る 。  

こ の 作 業 の た め に 筆 者 は 、 欧 米 の 政 策 と 中 国 の 国 内 政 策 を 結 び つ け る 形 で 公

平 性 と 正 義 に 関 す る 独 自 の 定 義 を 行 い 、そ の 定 義 に 基 づ い て 、上 記 の 要 素 が 政 策

に ど の 程 度 反 映 さ れ て い る か 、 テ キ ス ト マ イ ニ ン グ や PMC 指 数 と い っ た 手 法 を

用 い て 計 量 的 に 分 析 し た 。 計 量 的 な 分 析 手 法 を と る こ と で 、 15 年 近 い 期 間 に 中

央 政 府 、 地 方 政 府 か ら 出 さ れ た 膨 大 な 数 の 政 策 文 書 を 網 羅 し た 分 析 が 可 能 に な

っ た 。さ ら に 、新 聞 デ ー タ ベ ー ス を 用 い て 、政 策 実 施 後 の 評 価 に つ い て も 網 羅 的

な 分 析 を 試 み た 。中 国 の 新 聞 を 利 用 す る こ と で の 情 報 制 約 は 否 め な い が 、公 開 情

報 に 基 づ い て 努 力 を 尽 く し た と の 評 価 が な さ れ た 。  

世 界 的 な 政 策 潮 流 が 中 国 に お い て 具 体 的 に ど の よ う な 形 で 実 施 さ れ て い る か

を 明 ら か に し た 点 、 さ ら に そ の 政 策 実 施 の 評 価 に 踏 み 込 ん だ 点 で 本 研 究 は 貴 重

で あ り 、 エ ネ ル ギ ー 転 換 政 策 に 関 す る 中 国 政 府 の 思 想 や 政 策 立 案 行 動 の 一 端 を

解 明 し た と 言 え る 。 こ う し た 点 で 、 本 研 究 の 貢 献 は 高 く 評 価 で き る 。  

 一 方 で 、 審 査 員 か ら の 質 問 の 多 く は 、 筆 者 の 議 論 の 根 拠 に 関 す る も の で あ っ

た 。本 論 文 の 長 所 の 一 つ は 、既 存 の デ ー タ を そ の ま ま 計 量 的 手 法 で 分 析 す る の で

は な く 、 中 国 政 府 の 政 策 を 社 会 的 公 正 や エ ネ ル ギ ー 正 義 の 概 念 に 即 し て 筆 者 が

解 釈 、分 類 し 、そ れ に 基 づ い て 計 量 分 析 を 行 っ て い る こ と で あ る 。こ れ は 評 価 さ

れ る べ き 分 析 手 法 だ が 、 本 論 文 で は 時 と し て ど の よ う な 手 続 き で 解 釈 や 分 類 を

行 っ た の か 、説 明 が 不 十 分 な 箇 所 が 見 ら れ る 。こ れ ら は 、論 拠 が 不 十 分 な 印 象 を

与 え 、研 究 手 続 き 上 の 不 備 と 見 な さ れ か ね な い だ け で な く 、筆 者 が 本 論 文 に 投 入

し た 労 力 が 可 視 化 さ れ な い と い う 意 味 で 惜 し ま れ る 。 多 く の 審 査 員 が こ の 点 を

重 視 し 、 議 論 の 根 拠 を 正 確 に 示 す べ き で あ っ た と 指 摘 し た 。  

 審 査 員 の 指 摘 に 対 し て 王 キ ヨ 氏 は 、 論 拠 が 不 十 分 な 印 象 を 与 え た 点 に つ い て

率 直 に 反 省 す る と と も に 、論 拠 を ひ と つ ひ と つ 丁 寧 に 説 明 し た 。結 果 と し て 、審

査 員 の 疑 問 の 多 く は 解 消 さ れ た 。 本 論 文 の 意 義 や 水 準 の 高 さ に つ い て は 全 て の

審 査 員 が 認 め る と こ ろ で あ り 、審 査 員 は 一 致 し て 、王 キ ヨ の 博 士 論 文 審 査 及 び 最

終 試 験 を 合 格 と 判 断 し た 。  


